
高齢者福祉サービスのご案内高齢者福祉サービスのご案内
令和 6年度

老人福祉センター

60歳以上の高齢者の方々の
健康増進やレクリエーション
の便宜を図るため各種相談や
教室、レクリエーション活動
を行っています。
利用時間 9：00～17：00
入浴時間 9：30～15：30
・浜崎老人福祉センター（月曜、祝日、年末年始は休館）

大字浜崎51―1 ☎486―2476
℻486―2414

・溝沼老人福祉センター（日曜、祝日、年末年始は休館）
溝沼7―13―11 ☎464―5488

℻464―5494

安心見守り連絡カードの配付

ひとり暮らしの高齢者が、自宅において急病また
は事故などが発生した場合に、本人の身元情報など
を救急隊員や関係機関に伝達する手段のひとつとし
て配付します。
対象／①75歳以上のひとり暮らしの方

②65歳～74歳のひとり暮らしで次の手帳を所
持している方

・身体障害者手帳1級・2級
・療育手帳Ⓐ・Ａ
・精神障害者保健福祉手帳1級・2級
○対象者には申請書を郵送しますので長寿はつら
つ課へご提出ください。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的
に支えていくための拠点として、市内を6つの圈域
に分け6か所設置されています。
○地域包括支援センター 内間木苑
上内間木498―4 ☎458―2022
特別養護老人ホーム内間木苑内 ℻458―2023
○地域包括支援センター つつじの郷
西弁財1―10―21 ☎472―1574
ブリランテ朝霞台103 ℻472―2203
○地域包括支援センター モーニングパーク
溝沼3―2―26 ☎0120―247355

℻465―5845
○地域包括支援センター ひいらぎの里
仲町1―1―19 1F ☎291―9111

℻291―9090
○地域包括支援センター 朝光苑
青葉台1―10―32 ☎450―0855
特別養護老人ホーム朝光苑内 ℻450―0966
○地域包括支援センター あさか中央
朝霞市北原1―1―14 ☎423―2761

℻423―2762
相談受付時間：月曜～金曜 午前8時30分～午後5時

（祝日、年末年始を除く）

配食サービス

食事の支度が困難で、ほかの方から食事の提供を
受けられない方の自宅に、栄養のバランスのとれた
昼食をお届けするとともに、利用者の安否確認を行
います。
対象／65歳以上のひとり暮ら
し等の方（※）
お弁当種類／普通食・きざみ
食・おかゆ・糖尿病食等
（配食業者により異なりま
す。）
市からは1食あたり200円を

補助します。

安心見守り通報システムの設置

65歳以上のひとり暮らし等の方で、日常生活にお
いて不安を感じる方に、緊急時にボタンを押すこと
で消防署に通報できる機器を設置します。
対象／慢性疾患が無くても日常生活に不安を感じる
65歳以上のひとり暮らし等の方（※）
利用者負担／月500円（生活保護受給者は免除）
○固定電話回線が必要です。

はいかい高齢者等見守りシールの配付

はいかいの見られる高齢者等の早期発見・保護を
目的とし、靴等に貼付できる、個人を特定する番号
を付したシールを配付します。
対象／はいかいの見られ
る高齢者等の家族
配付枚数／10足分
利用者負担／なし

車いすの貸出

ケガなどで、一時的に車いすが必要になった場合、
2週間を限度に貸し出しを行います。
対象／一時的に車い
すが必要な65歳以
上の方
利用者負担／なし
貸出場所／市役所長
寿はつらつ課、支
所及び各出張所、
各公民館
○貸出在庫に限りが
ありますので、事
前にお問い合わせ
ください。

生きがい活動支援通所サービス

地域のボランティア団体が、レクリエーションや
食事、機能訓練などのサービスを提供します。
現在は、ＮＰＯ法人（非営利団体）が主体となっ
て市内3か所で運営しています。
対象／・虚弱なため閉じこもりがちな65歳以上の方

・介護保険の要介護認定で非該当（自立）と
判定された方など

事業者名／・サテライトサロン 本町1―8―7
☎468―6972

・小さな集い 本町2―7―17
☎468―6972

・晴れたらいいね 岡1―6―16
☎463―7012

利用者負担／事業者ごとに異なりますので、直接ご
確認ください。

緊急通報システムの設置

65歳以上のひとり暮らし等の方で、慢性的に心臓
疾患等をお持ちの方に、緊急時にボタンを押すこと
で消防署に通報できる機器を設置します。
対象／心臓疾患や脳疾患等の慢性疾患により発作等
が起きた際に、自身で119番通報をする事ができ
ない方（※）

利用者負担／なし ○固定電話回線が必要です。

シルバーサロン
高齢者が気軽に交流し、語らい、くつろぐ事がで

きるスペースです。
・根岸台市民センター（月曜・年末年始休所）
根岸台2―15―12 ☎450―1801

・弁財市民センター（火曜・年末年始休所）
西弁財2―2―3 ☎467―1616

・膝折市民センター（火曜・年末年始休所）
膝折町1―7―40 ☎462―4531

高齢者地域交流室
市内に居住する高齢者に対し、生きがい活動や交
流の場を提供しています。
月曜～金曜（土日祝日・年末年始は休室）
午前9時～午後4時
各交流室の活動団体・活動内容についてはお問い
合わせください。
・朝志ケ丘高齢者地域交流室

朝志ケ丘1―4―2
・栄町高齢者地域交流室

栄町3―1―15コトー朝霞中央公園101

紙おむつの支給

在宅で寝たきりなどの状態にあり、おむつを必要
とする方に支給します。
対象／65歳以上の在宅の方で住民税が非課税、寝た
きりもしくは重度の認知症のため失禁状態にある
方
○生活保護受給者で、紙おむつの支給を受けられる
方は、対象外となります。
支給形態／所定の品目からお選びいただきます。
利用者負担／なし

各サービスを希望される方は申請書の提出が必要です。まずは、ご相談ください。

※緊急通報システムの設置や配食サービスの対象とし
て曰中に他の家族が不在になる方も対象となる場
合がありますのでご相談ください。
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※高齢者の社会的孤立を防止するためには、地域
の皆さんからの情報提供が早急な対応につなが
ります。
隣近所に異変を感じたら、迷わずお近くの地域
包括支援センター又は長寿はつらつ課へご連絡
ください。

※障害がある方につきましても、各種サービスを
実施していますので、詳細については、障害福
祉課へお問い合わせください。

申請・問い合わせ
朝霞市長寿はつらつ課
☎048―463―1921（直通）
朝霞市障害福祉課
☎048―463―1598（直通）
℻048―463―1025（共通）



住宅改善費の補助

在宅で安心して生活ができる
よう、身体の状況にあわせ、住
宅を改修する場合に、改修費の
一部を助成します。高齢者の専
用居室が対象ですが、アパート
・マンション等の共用部分で本
人の生活領域と認められる場合、
所有者の同意があれば対象となります。（なお、申
請、支払等は下記①～③の対象者本人となります。）
【手すりの取り付けや段差の解消など、介護保険の
給付対象となる住宅改修】
対象／①介護保険の住宅改修を支給限度額（20万

円）まで使用したうえで、さらに費用を要
する方
②介護保険で非該当（自立）と判定され、住
宅改修が必要と認められた方
③介護保険未申請の方で、予防のために、住
宅改修が必要と認められた方
①～③いずれか1回のみ

補助金額（限度）／
①の方…改修に要した費用の3分の2
上限額200，000円（千円未満切捨て）
②・③の方…手すり・段差解消などの限ら
れた改修にかかる費用の3分の2
上限額53，000円（千円未満切捨て）

【階段昇降機の取り付け】
対象／介護保険で要介護者（要支援者）と認定され、
日常生活を営む上で、階段昇降機が必要と認めら
れた方
補助金額（限度）／設置に要した費用の3分の2

上限額466，000円（千円未満切捨て）
○どの改修も事前の相談、申請が必要です。
改修後の申請は認められません。

移送サービス

医療機関への入退院や介護保険の施設を利用する
際、寝台または車いすに乗りながら乗降できる移送
用車両によるサービスを提供します。
対象／65歳以上の方で、寝たきりまたは常時車いす
を利用しており、移送用車両でないと移動が困難
な方
○40歳以上で、介護保険の要介護認定を受けている
方も対象となります。
利用者負担／
本人が住民税非課税の場合…移送費用の1割
本人が住民税課税の場合 …移送費用の3割
○月の利用限度額は移送費用で3万円です。
（利用者負担が1割の方で3，000円・3割の方で
9，000円までです。）

バス・鉄道共通カードのチャージ料の交付

基準日現在で70歳以上
の方に、高齢者の外出支
援を目的としてバス・鉄
道共通力ードへのチャー
ジ料を交付します。
交付方法／申請書を送付
しますので郵送又は窓
口にご持参ください。
申請窓口／市役所長寿はつらつ課

支所及び各出張所
給付金額／70歳になられた方は3，000円、71歳以上
の方は、2，000円を指定口座にお振込みします。
○申請書は送付します。

高齢者住宅の提供

民間アパートなどに住
み、立ち退きを求められ
ている方に住宅を提供し
ます。入居者の募集は「広
報あさか」で行います。
対象／次のすべての要件
に当てはまる方
・65歳以上の方
・ひとり暮らしであること
・市内に継続して3年以上住民登録があること
・借家、アパートなどに居住し建て替えなどによ
り立ち退きを求められていること
・自立して日常生活を営むことができること
家賃／月額3万円
○本人の事由による立ち退きは対象外です。

家具転倒防止器具等設置費の補助

地震による、家具の転倒等を防止するために、家
具転倒防止器具等を取り付ける際の費用の一部を補
助します。
市に登録した市内事業者で行った場合にのみ補助
対象となります。
詳しくは、取り付け前にお問い合わせください。
対象／65歳以上のみで構成されている高齢者世帯
補助対象／家具の転倒防止等に有効な器具およびガ
ラス飛散防止に有効なフィルムと取り付け費用
補助金額（限度）／1世帯1回に限り1万円

訪問理美容サービス

寝たきりまたはそれに準じた状態の方の自宅に、
市が委託した理美容師が訪問して散髪を行います。
対象／65歳以上の在宅の方で身体
機能の低下や病気等により理容
店や美容室に出向くことが困難
な方
費用負担／市が理美容師の出張料
金（2，000円）を負担し、カッ
ト料金等については利用者の負
担となります。

利用限度／年6回（ただし、支給が決定された時期
で異なります。）

ねたきり老人等手当の支給

病気等により6か月以上の寝たきりや、重度の認
知症の状態にある在宅の高齢者に、手当を支給し
ます。
対象／65歳以上の方で病気等により6か月以上寝た
きりや、重度の認知症の状態にある方
○介護保険施設、養護老人ホーム、障害者更生施設
などの施設に入所している方は対象外
支給額／月1万円
（年3回 4か月ごとにまとめて支給）

通話録音装置貸与

悪質な電話勧誘や振り込め詐欺などの被害防止の
ため、高齢者の方に無料で通話録音装置を貸し出し
ます。
対象／市内在住の①・②の方
①65歳以上の方のみで構成される世帯の方
②同居している方が勤務等で不在となり65歳以上
の方のみとなることが常態の世帯の方
その他、特別な事情がある方はご相談ください。
○固定電話回線が必要です。
○緊急通報システムや他のホームセキュリティ等の
電話回線を利用する通報装置との併用はできま
せん。

○電話機により、貸し出しできない場合があります。

生活支援員の派遣

日常生活で支援を必要とする65歳以上の方が、自
立した生活が送れるよう、ホームヘルパーを派遣し
ます。
対象／次の①または②の
要件に当てはまる方
①介護保険の要介護・
要支援認定で非該当
（自立）と判定され
た方で家事（身体）
援助が必要な方
②介護保険の要介護認定を受けている方で、介護
保険の適用外のサービスが必要と認められる方

利用者負担／介護保険に準じた額
（ただし、生活保護受給者については免除）

住替え世帯家賃の補助

民間アパートなどから立ち退きを求められ転居し
た住宅困窮世帯に対し、転居前と転居後の家賃の差
額を補助します。
対象／次のすべての要件に当てはまる方
・現に転居を求められ転居した、65歳以上の高齢
者世帯であること
・市内に継続して2年以上住民登録があること
・住民税が非課税世帯であること
・生活保護を受給していないこと
・市内の住宅への転居であること
・転居後の居住面積がおおむね33㎡以下であること
・転居前家賃が、市で定める金額以内であること
補助金額（限度）／月額2万円

寝具乾燥車の派遣

寝たきりなど身体上の理由で、寝具類を干すこと
が困難な高齢者の方に、月2回寝具類乾燥車を派遣
します。
対象／65歳以上の在宅の方で、身体に障害などがあ
り、介護や手助けを受けられない状況で、住民税
が非課税の方
利用者負担／なし

・居住支援相談窓口
開催 毎月第1木曜日（1・5月は第3木曜日）
住まい探しの困りごとについて、住宅相談員に
相談することができます。※その場で物件をご
案内するものではございません。
開発建築課 住宅政策係 ☎048―423―3854
・市営住宅
入居者の募集は「広報あさか」や市ホームペー
ジで周知を行います。
開発建築課 住宅政策係 ☎048―423―3854
・埼玉県県営住宅
詳細は下記にお問合せください。
埼玉県住宅供給公社 公営住宅部 県営住宅課
☎048―829―2875

住宅についての市・県の相談窓口


